
主な組織の変更
◆総務部
　公共施設マネジメントと公有財産の管理・活
用の企画検討を担う「財産活用課」を設置
◆こども部
　児童福祉と母子保健を一体的に担う「こども
家庭センター」を設置

業務の変更先
◦統計調査…総務課
◦多文化共生、国際交流…地域政策課
◦特定健診、特定保健指導、保健事業…健康増
進課
◦放課後児童クラブ、ファミリー・サポート・
センター…保育幼稚園課
◦公共交通施策…都市政策課
問合先　企画課
　☎０６(６９０２)５５７２

◆新機構における組織・事務一覧　※業務変更が伴う部署のみを抜粋

　市長部局 担当事務

総 務 部 総　務　課 法規審査、情報公開、契約の総合調整、入札、統計調査

財産活用課 庁舎管理、工事検査、公共施設マネジメント、公有財産の
管理・取得・処分

市民文化部 地域政策課 公民協働施策、NPO、コミュニティ推進、住民活動災害補
償制度、自治会、多文化共生、国際交流

保健福祉部 健康増進課 保健福祉センター診療所、成人の予防接種・保健事業、フ
レイル予防、特定健診・特定保健指導、人間ドック（国保）

こ ど も 部 こども家庭センター 児童家庭相談、児童虐待防止、子育て短期支援事業、母子
保健事業、こどもの予防接種

保育幼稚園課 就学前教育・保育施設の利用調整、公立園の維持管理、放
課後児童クラブ、ファミリー・サポート・センター

まちづくり部 都市政策課 都市計画、市営住宅の管理、公共交通施策

市役所の体制が一部変わりました

　これまで「地域に
根差した子育て・教
育施策の充実」「産
業の振興と身近で働
ける場の創出」「ま
ちづくりの推進によ
る快適な住まい環境
の整備」を進め、急
激な人口減少を緩やかなものとしてお
り、引き続き年齢層のバランスが取れ
たまちの実現をめざします。
　いよいよ４月13日㈰に大阪・関西万
博が開幕します。本市では大阪ウィー
クで市民団体や民間企業と出展を企画
しております。ぜひ多くの市民の皆さ
まに万博会場で未来社会を体験してい
ただきたいと思っております。
　「人情味あふれる！笑いのたえない
まち門真」の実現に向け、魅力的なま
ちづくりを進め、皆さまに住んで良か
った、住み続けたいと実感していただ
けるよう、全力で市政運営に取り組ん
でまいります。
問合先　企画課
　☎０６(６９０２)５５７２

令和７年度施政方針と主要事業
主な取り組み 主な事業 概要

シティプロモーションと
EBPMの推進

シティプロモーション
推進事業

20～30代をターゲットに設定し、ま
ちの魅力を発掘するとともに、従来
の市公式SNSでの発信に加え、新たな
発信方法を検討

安心・安全な子育て
環境づくりの強化

母子保健・児童福祉
一体的相談支援機関

運営事業

すべての妊産婦・子育て世帯・子ど
もを対象に、妊娠期から切れ目のな
い相談支援を実施。門真市こども家
庭センターひよこテラスを設置

教育施策の充実 学校適正配置推進事業 （仮称）水桜学園の新校舎が竣工し、
８年４月に開校予定

DXの深化・推進 スマートシティ
推進事業

１月にリリースした「かどまアプリ」
により、PHR、服薬管理、食事管理を、
市民自らがデジタル上で行うことを推
進し、健康意識の向上を図ります

快適な住まい環境の整備 （仮称）市立生涯学習複合施設建設事業

文化創造図書館KADOMADO（カドマ
ド）が竣工し、８年春にオープン予
定

避難所環境の充実と
地域防災力の向上 防災対策事業

各避難所用に簡易トイレやベッド、
避難所用間仕切りテントなどの防災
資機材を購入し、避難所環境の充実
を図ります

　また、物価高騰対策として、キャッシュレス決済ポイント還元キャンペーンを通じた「かど
まを満喫・カドマツーリズムde商業振興事業」、温室効果ガスの排出量削減をめざした「省エ
ネエアコン買い換え促進事業」を実施予定

施政方針は
こちら

主要事業は
こちら

宮本市長

母子保健グループ

母子健康手帳の交付、乳幼児健診、こどもの予防接種など、
妊娠・育児に関する相談

対象　妊娠中～小学校就学前の子どもとその保護者

　妊娠期から子育て期の心配ごとがあれば電話や面談、家庭訪
問で保健師・助産師・心理師・栄養士が相談に応じます。

家庭児童相談グループ

　子育てがつらい、親子関係について悩んでいるなど、
子育てに関する悩みの相談

対象　18歳未満の子どもとその保護者

　子育てに困ったらご相談ください。電話や面談、家庭訪問で、
心理師・保健師・社会福祉士などの家庭児童相談員が相談に応
じます。

妊娠・出産・子育ての総合相談窓口
門真市こども
家庭センター「ひよこテラス」を開設

　ひよこテラスは全ての妊産婦、子育て世帯、子ども
を対象に、妊娠期から出産、子育て期までのさまざま
な悩みをサポートします。ひとりで抱え込まずに相談
してください。

年齢・時期による相談先事例

相談受付（共通）
　平日午前９時～午後５時30分　※祝日・年末年始を除く

Point

Point

妊娠 18歳出産／０歳 小学校入学

母子保健グループ

家庭児童相談グループ

相談内容によって問合先が異なります

母子手帳って
どこでもらう？

乳幼児
健診の案内 子育てが

つらい
親子関係が
難しい

ところ
　保健福祉センター４階
　☎０６(６９０４)６５００

ところ
　市役所分館１階
　☎０６(６９０２)６１４８
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